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（１）「申出換地」の考え方  

  通常の区画整理における換地は、原則として従前の位置付近に換地を定めま

すが、申出換地は、権利者の土地利用意向を『申出』という形で事前に確認

し、換地設計に反映させるものです。 

（２）「申出換地」の必要性  

 本地区のJR大船渡線の山側は安全な住宅地となる一方、海側は災害危険区

域に指定される予定で商業・業務系に土地利用が限定されることになります。

また、一定の条件を満たす土地については、津波復興拠点整備事業により土

地の買い取りを行う予定です。このようなまちづくりを進めるためには、現

位置付近への換地のみならず、権利者の意向を反映した換地設計を行うこと

ができる「申出換地」を取り入れる必要があります。 
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１．申出換地について 
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記号 申出の区分 申出の対象 申出の目的 

 

A 
 

住 宅 再 建 

申 出 用 地 

海側に土地を所有している地権
者が山側住宅地に居住を希望す
る場合 

安全な住宅地として整備さ
れる山側に換地することで、
地区内で住宅を再建 

 

B 

 

津波復興拠点

整備事業区域 
市による土地の買い取りを希望
する場合 

買収地の換地を集約するこ
とで、防災拠点施設や商業
業務施設などを整備 

 

Ｃ 
 

大 規 模 商 業 

申 出 用 地 
大規模店舗等の土地利用を希望
する場合 

意向に合った規模の街区に
換地を集約することで、大
規模店舗等の立地を誘導 

 

Ｄ 
 

個 別 店 舗 

申 出 用 地 
個別の店舗等で土地利用を希望
する場合 

中心街から連担して換地を
集約することで、賑わいの
ある街並みを形成 

大船渡駅周辺地区においては、本地区の土地利用方針に沿って、 
以下のとおり申出換地の区分を定めています。 
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２．申出換地の区分 

２ 
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JR大船渡線 

山側 

海側 

申出換地用地については、下図のように検討しています。 

※検討中であり、今後変更する可能性があります。 

３ 

Ａ 住宅再建申出用地 

Ｄ 個別店舗申出用地 

Ｂ津波復興拠点整備事業区域 Ｃ 大規模商業申出用地 

申出換地用地図 
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※ (仮)申出した地権者のみ、(本)申出をすることができます。 

３．申出換地の流れ 

申 出 を 
する場合 

申 出 を 
しない場合 



  

JR大船渡線 

海側 

山側 

４．大規模商業申出用地とは 
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申出できる事業者 申出できる土地所有者 

大規模商業施設(敷地規模1,000㎡以上) 
の出店を希望する方 

大規模商業施設(敷地規模1,000㎡以上) 
への賃貸を希望する方 

宅地完成時期：平成2７～２８年頃に宅地を完成させ、順次引渡しを行う予定です。 

５ 

大船渡駅周辺地区の海側で大規模商業施設の出店希望者を募るとともに、当該 

施設用地として土地の賃貸を希望する土地所有者の換地を集約します。 

Ｃ 大規模商業申出用地 
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 商業出店希望者と連名で仮申出を受付中です。（締切：９月20日） 

●商業出店希望者（借主）が決まっている土地所有者 

●商業出店希望者（借主）が決まっていない土地所有者 

 土地所有者のみで仮申出を受付中です。 

・申出後、商業出店希望者と面談の機会を設けます。（10月2日予定） 

・協議が成立すれば、連名で仮申出を受付けます。 

  （締切：10月18日） 

・協議が成立しなければ、市の買取りを希望するか、現位置付近への 

   換地とするか、意向を確認します。 

６ 

申 出 方 法 
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５．大規模商業申出用地の手続き 

７ 

大規模商業 
出店希望者 

向け説明会
（今回） 
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(仮)申出書の提出
（締切：10月18日） 
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議 

賃貸希望者と出店希望者が連名で申出した場合 

賃貸希望者が単独で申出した場合 



  

６．賃貸希望者と出店希望者の面談会 
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 １０月2日（水）午後2時～ 

●日時 

●会場 

 大船渡市民文化会館 マルチスペース（大船渡市盛町字下舘下18-1） 

８ 

●面談方法 

 ・出店を希望する事業者ごとにブースを設けます。 

 ・賃貸を希望する土地所有者と出店を希望する事業者と面談を行います。 

 ・本地区に出店を希望する商業施設の概要・敷地規模・借地条件などに  

 ついて説明し、賃貸にかかる協議を行います。 

  ※参加人数によっては、１人あたりの面談時間を限らせていただきます。 



  

７．(仮)申出書様式 
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